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＊「みどり」と生態系※           

    みどり計画では、対象とする「みどり」は、豊かな自然環境を包括したものであ

り、個々の植物だけでなく、それらを育む水系を含めた森林や生きものの生息・生育

環境として、さらには私たちの暮らしや歴史、文化とともに育まれてきた空間といっ

た幅広い概念でとらえており、生物多様性の保全の対象となる生態系と近い概念とな

っています。 

本県では、みどり＊の保全・再生・創出をめざして、神奈川みどり計画（2006（平成 18）年度

から 2015（平成 27）年度、以下「みどり計画」という。）を策定し、みどりの量の確保と効果

的な配置、みどりの質の向上を進めるための施策を進めてきました。 

その後、国内の生物多様性の保全や持続可能な利用に対する基本

的な法律である生物多様性基本法※の制定、生物多様性条約第 10 回

締約国会議（COP10）の開催及び国家戦略の策定など、生物多様性

の保全に関する動きが進展してきたことを踏まえ、みどり計画を包

括的に継承し、本県における生物多様性の保全及び持続可能な利用

に関する基本的な計画として、2016（平成28）年３月に、2021（令

和３）年３月までを計画期間とする「かながわ生物多様性計画」を

策定しました（2024（令和６）年３月まで計画期間を延長）。 

これまで、本県では計画に掲げた「地域の特性に応じた生物多様

性の保全」と、「生物多様性の理解と保全行動の促進」という２つ

の目標に向かって取組を進め、丹沢エリアにおける自然再生事業や

森林整備の推進、「生物多様性」という言葉の県民への浸透等、一

定の成果は見られています。しかしながら、土地利用の変化や外来 

生物の侵入など、生物多様性は常に損失要因に直面しており、その保全には長期的な取組が必要

となっています。 

一方、2022（令和４）年 12 月には、カナダのモントリオールで開催された、生物多様性条約

第 15 回締約国会議（COP15）第二部において、新たな世界目標である「昆明・モントリオール生

物多様性枠組」が採択されました。そして、この新たな世界目標に対応するための戦略として、

国は、2023（令和５）年３月に、生物多様性国家戦略 2023-2030 を策定しました。 

こうした動向も踏まえ、本計画を「かながわ生物多様性計画 2024-2030」として改定し、県と

して生物多様性の保全に取り組むこととします。 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわ生物多様性計画 

（平成 28 年 3 月策定） 

※ は、用語集に記載のある用語 

 


